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Ⅰ 環境放射能学専攻博士後期課程の概要・特色  

 
１．環境放射能学専攻博士後期課程の目的   
 

① 本専攻は、人工および天然放射性核種の環境中の動態を解明し、計測、モニタリング
計画、制御、予測、評価などに、高度な専門知識に基づいて中長期的視点で総合的に

取り組むことができ、環境防護、予測評価、環境修復、廃炉、中間貯蔵、浄化などの

分野の課題解決ならびに学術的発展に貢献するとともに、その融合・深化させた知見

を社会の課題解決に活用できる実践的な力を有する研究者・専門職業人を育成します。 

 

② 本専攻（後期課程）では、前期課程までに培われた基礎的・実践的な学力を基盤とし
て、以下の知識・素養・能力を修得させます。 

・自己の専門分野に関する高度な専門知識と技能。 

・世界ならびに地域の課題解決に向け、自立して研究・開発を行える能力と、異分野

の専門家と対話できる能力。 

・環境放射能学を構成するさまざまな学問分野に関する専門知識を融合・深化し、従

来の学問分野の枠組みにとらわれず多元的な視点から発展させる能力。 

・研究成果を国際的な場で発表し知の創生に貢献できる能力。 

・非専門家への示唆に富んだコミュニケーションができる能力。 

 

本専攻は１領域から成り、具体的な知識や研究・開発能力は以下の通りです。 

［環境放射能領域］ 

環境放射能学は、生態学、生物学、地球科学、数値シミュレーション、化学、物理学

などを基礎として、さらに機械工学、電気工学、社会科学などの分野などをも包含する

融合的学問分野である。これらの専門知識を基礎として、それらを深化・発展させて環

境中の放射能の動態メカニズムを明らかにすることは、人類の安心・安全な社会・環境

構築にとって極めて重要です。 

このような視点に立ち、高度な研究能力を持ち、生態学、モデリング、計測技術等に

関する知識などに基づいて自立した研究を行うことにより、さまざまな産業分野におい

て環境放射能学を基礎とする高度な研究開発に貢献できる能力を身につけていること

が必要です。 

 

③ 修了後の進路は、公的研究機関、電力会社、環境関連企業、建設・土木系企業、資源
系企業、分析・評価企業の技術者・研究者並びに官公庁・自治体の専門的担当者等を

想定しています。 

 

 

２．教育課程の特色 
 
＜フィールドへの近接性を活かした高度専門技術修得のための実習＞ 
本学ならびに本専攻は、福島第一原発から約 50 km に位置し、放射能汚染地域での

日帰りでの調査も可能です。チェルノブイリ地域を含め、世界的に見てもこのように汚

染地域に近接した教育機関は希少です。こうした近接性を活かして、実際にフィールド

に出て観測や試料採取を実践的に行う科目を設定しています。環境放射能研究所では専
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門技術を活用した高度な研究を展開する一方、国内外の様々な研究機関と協定を締結し、

共同研究を実施してきました。基礎科目においては、環境放射能研究所が有する生態

学・モデリング・計測分野の高度な専門技術を教授するとともに、研究ネットワークを

活用し、国内外の研究機関が有する多様な技術を修得させます。 
 
＜学際性を醸成するための分野横断的プログラム＞ 
環境放射能は、森林、河川、海洋などの間をその形態を変えつつ移動し、水および土

壌、堆積物から植物や動物に吸収され、食物連鎖等を通じて生物間での移行も生じます。

このような性質から、環境放射能に関わる諸課題は単一の研究領域では対処できないも

のであり、自身の所属する狭い学問分野にとらわれず広く知識・技術を習得することが

必要となります。環境放射能研究所には、環境放射能に関するさまざまな学問領域を基

礎とする研究者が所属しており、学生に対して研究活動に直結する研究手法の教授、多

面的な視点からの批判・提案が可能です。応用科目では、自身の専門とする分野および

専門分野外の知識および研究手法を学ばせ、自身の研究に活用する姿勢を育み、俯瞰

的・横断的・学際的思考の強化を図ります。 

 

＜知の還元を主導する人材の育成＞ 
福島原発事故以後、科学的知見を正しくわかりやすく伝えることが強く求められてき

ました。環境放射能研究所では、設立当初から一般市民を対象とした成果報告会や地域

研究懇談会を開催し、研究によって得られた知見を地域社会に還元する試みを行ってき

ました。特に、地域研究懇談会では、研究者が各地域の公民館などに出向き、10～30 名

程度の地域住民と膝を交えての説明や議論、意見交換などを行っています。参加住民は、

農業・漁業・林業などの従事者、技術者、主婦、会社員などさまざまな職種の方々です。

単なる講演会と異なり、将来の仕事や生活に関する不安に基づく多様な質問や疑問が提

示され、それらに科学的かつ客観的に答えなければなりません。本専攻では、この活動

を学生教育に取り入れ、学生のサイエンスコミュニケーション能力の向上に活用します。

一般市民に放射能に関する科学的な知見をわかりやすく伝えるには、環境放射能に関す

る専門知識はもちろんのこと、関連する幅広い教養など“総合的な知の活用”が求められ

ます。また、一般市民に正しく・わかり易く伝えるためのプレゼンテーション力も重要

となります。受講生は、自身の研究成果を中心に 2 年次までに学んだ知識を最大限に

活用し、内部・外部講師による専門的講義を受講したうえで、一般市民向けの研究懇談

会を実践の場として、研究成果の発表スキルの向上を図るとともに、これまでに学んだ

知識をさらに深化させます。また、担当教員の支援のもと、研究懇談会の企画・実行・

評価・改善に参画させることで、知の還元を主導できる人材の育成を目指します。 

 

 

３．３分野の特色と目標 
 

本専攻には３つの分野があり，それぞれ以下のような特徴を持つ教育・研究を行ってい

ます。そのいずれかに興味があり，自分に適合していると考える学生を求めます。 

 

［生態学分野］ 

生態学，生物学，またはそれらを基礎とする放射生態学分野の研究を通して，専

門的な知識・技術・技能および，実践的な知識運用・課題解決能力，および多元的

な視点から事象をとらえようとする姿勢を育成する。 
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［モデリング分野］ 

地球科学，数値シミュレーション，またはそれらを基礎とする放射能モデリング

分野の研究を通して，専門的な知識・技術・技能および，実践的な知識運用・課題

解決能力，および多元的な視点から事象をとらえようとする姿勢を育成する。 

 

［計測分野］ 

化学，物理学，機械工学，電気工学，またはそれらを基礎とする放射能計測分野

の研究を通して，専門的な知識・技術・技能および，実践的な知識運用・課題解決

能力，および多元的な視点から事象をとらえようとする姿勢を育成する。 
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Ⅱ 教務関係日程表 
 

詳しくは，LiveCampus 上にＵＰしている日程表（年度毎に更新）を参照してください。 

以下のＵＲＬよりダウンロードできます。 

        http://kyoumu.adb.fukushima-u.ac.jp/ 

 
Ⅲ 教育方法 
 

 

１. 授業時間帯 
 

曜日 

時限 
月曜日～金曜日 土曜日 

１時限  8:40 ～ 10:10  8:40 ～ 10:10 

２時限 10:20 ～ 11:50 10:20 ～ 11:50 

昼休み 11:50 ～ 13:00 11:50 ～ 13:00 

３時限 13:00 ～ 14:30 13:00 ～ 14:30 

４時限 14:40 ～ 16:10 14:40 ～ 16:10 

５時限 16:20 ～ 17:50 16:20 ～ 17:50 

６時限 18:00 ～ 19:30 18:20 ～ 19:50 

７時限 19:40 ～ 21:10  

 

 

2. 授業科目の履修方法 
 

（１） 履修基準 
※下表は福島大学大学院共生システム理工学研究科規程に記載の別表 4に該当する。 

区分 基準 単位数 

必修 応用科目 8単位 

講究科目 6単位 

選択必修 基礎科目 6単位 

最低修得単位数合計 20単位 

※ 上記を修得し、本研究科が行う博士論文の審査及び最終試験に合格すること。 

 

 

（２）開設授業科目及び履修方法 

本専攻のカリキュラムは単一の「環境放射能領域」のもと、「基礎科目」と「応用科目」、

「講究科目」から構成されます。下記に各年次における開講科目を記述します。 

 

（博士 1 年次） 

環境放射能に関する理解を深化・発展させるための基礎となる手法を学修するため、

基礎科目７科目（放射生態学特別演習Ⅰ・Ⅱ、放射能動態解析特別演習Ⅰ・Ⅱ、放射能

計測特別演習Ⅰ・Ⅱ、研究インターンシップ）を開講します。学生はこの中から 3 科
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目を選択・受講し、複数の分野の高度専門技術を習得します。研究指導教員とのディス

カッションやゼミ、具体的な実験方法などの研究指導のもと講究科目（環境放射能特別

研究）を受講し、研究活動を本格化させます。 

 

（博士 2 年次） 

研究指導教員が開講する環境放射能特別演習 I、II を受講し、研究課題に対する基礎

的理論や基礎的概念を構築するとともに研究の新たな展開法について学修し、自立して

研究できる能力を修得します。また，課題に応じた研究プロジェクトに参加し，研究指

導教員のもとで研究プロジェクトメンバーから研究課題に関する関連領域の国内外の

最新状況等について聴取し，研究課題の広がりや関連性について理解します。このこと

によって多様な視点で自らの研究課題を遂行する能力を養います。また、1 年次に引き

続き研究指導教員とのディスカッションやゼミ、具体的な実験方法などの研究指導のも

と講究科目（環境放射能特別研究）を受講し、研究活動を進展させます。 

 

（博士 3 年次） 

「環境放射能特別演習 III」では、自らの研究内容を、異分野を含む複数教員とのデ

ィスカッションを通して精査することによって，研究内容の充実を図り，研究内容の広

がりを獲得し，自立した研究者としての能力を高めます。「サイエンスコミュニケーシ

ョン特別演習」では、研究懇談会における自身の研究成果を中心に発表を行うとともに

運営に参画させることで、科学的知見を社会に還元するための実践的な手法を修得させ

ます。2 年次に引き続き研究指導教員とのディスカッションやゼミ、具体的な実験方法

などの研究指導のもと講究科目（環境放射能特別研究）を受講し、博士論文を完成させ

ます。 

 
 
３．学位の授与 
 
本研究科博士後期課程に３年以上在学して、Ｐ．４に記載した履修基準により２０単

位以上の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、大学院の行う博士論文の審

査及び最終試験に合格する必要があります。ただし、福島大学大学院学則第２５条によ

る優れた研究業績を上げた者の在学期間の短縮については、「優れた研究業績を上げた者

の在学期間短縮と早期修了に関する取扱要項」を参照してください。 

博士論文を提出するにあたっては、そのレベルの国際性や客観性の観点から、公刊さ

れた論文３報を有し、その内１報は英語で記述された論文を有すること、または、それ

と同等の業績を有することとします。 

博士論文審査は、研究過程全般を通して学生の学習経過を詳細に把握している１名の

主査及びそれ以外の２名の副査の計３名が審査委員会を構成して行います。その際、研

究テーマの設定と研究の枠組みの適正性、研究方法、進め方の妥当性、データ収集、文

献引用の適切性、データ処理、データ分析の的確さ、結論を導くための論理性や妥当性、

研究内容の独創性や発展性及び新規性や実践的な有用性の視点から審査を行うものとし

ます。研究科委員会で審査する前に研究発表（最終試験）を行い、研究科全教員からの

意見や助言を求めることとします。審査委員会は３分の２以上出席した研究科委員会に

審査過程と合否の結果を報告し、了承を得ることとなっています。研究科長は、その結

果を学長に報告し、学長は、報告に基づき、博士の学位を授与すると決定された者には

学位記を交付して学位を授与します。なお、学位論文は、原則として公表となります。 
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４．履修手続きについて 
 
（１）履修手続きは「２－(２)開設授業科目及び履修方法」を熟読し、必ず研究指導教員

等と相談の上、インターネットに接続された学内外のパソコンから LiveCampus に

接続して行ってください。 

 

詳しくは、LiveCampus 上にあるマニュアルまたは履修登録の期間に教務課、総合情

報処理センター等に置くマニュアル（印刷物）を参照してください。 

※携帯電話からの履修登録はできませんので注意してください。   

   ※ＩＤ、パスワードを忘れた場合は、総合情報処理センターに問い合わせて

ください。なお、電話での問合せには応じられません。 

 

（２）定められた期間内に履修登録をしなかった授業科目については、いかなる理由があ

っても受講することは認められませんので注意してください。 

 

「開講科目受講希望及び受講可能時間帯用紙」は、以下のＵＲＬよりダウンロードで

きます。 

  http://kyoumu.adb.fukushima-u.ac.jp/ 

 

（３）授業期間の最終日までに病気や事故などやむを得ない理由で、履修登録をした科目

の受講を継続することが困難になった場合などは、履修登録撤回を認めることがあ

ります。証明できる書類を添付の上、授業期間の最終日（集中講義の場合はその最

終日）までに教務課に申請してください。 

 

 

５．成績評価について 
 

成績の評価は、５段階の評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＦ）に基づいて行われます。この

５段階の評価には、それぞれグレードポイント（ＧＰ）が与えられます（下の表を参照）。

評点が「60点以上」に達していれば、Ｃ以上の評価となります。 

Ｃ評価を達成するための具体的要件は、シラバスにおいて明示されます。なお、本学

の責任ですべてを評価できない科目については、ＧＰによる評価は行いません。 

 

 評語 学 修 成 果 評点 ＧＰ 

合 格 

Ｓ 
単位認定基準を満たし、かつすべての項目

で優秀な学修成果をあげた 

90 点～

100 点 
４ 

Ａ 
単位認定基準を満たし、かつ多くの項目で

優秀な学修成果をあげた 

80 点～

89点 
３ 

Ｂ 
単位認定基準を満たし、かついくつかの項

目で優秀な学修成果をあげた 

70 点～

79点 
２ 

Ｃ 
単位認定基準を満たす最低限の学修成果

をあげた 

60 点～

69点 
１ 

不合格 Ｆ 
単位認定基準の学修成果をあげられなか

った 
59 点以下 ０ 
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６. 成績発表・不服申立てについて 
 
成績は、LiveCampus で確認します。各セメスターの成績発表日以降に当該セメスタ

ー分が追加されますので各自必ず確認してください。なお、紙での交付は行っていませ

んので留意してください。成績の確認は、メンテナンス期間を除き随時可能です。 

成績評価について不服がある場合には、セメスターごとの所定の期間内に申立てをす

ることができます。不服申し立ては、LiveCampus により行います。申請方法等詳細は、

掲示によりお知らせします。 

この「不服申立て」に対しては当該授業科目の担当教員が個別に対応します。ただし、

非常勤講師担当の授業科目にかかわる「不服申立て」については教務担当窓口で対応し

ます。 

 成績に対する不服は、単に自分が期待した評価が得られなかったというだけでは、申

し立てることはできません。「不服申立て」にあたっては、シラバスの成績評価基準に

よる自己採点と得られた成績評価との間に明らかにギャップがあるなど、不服申し立て

を行うに足る合理的な根拠を明確に説明することが必要です。要件を満たさない申立て

は不許可となります。 

 

 

７．長期履修学生制度について 
 
本研究科では、職業との関係で１年間又は１セメスターで修得可能な単位数が限定さ

れる場合、あらかじめ入学前若しくは学年末に申請して許可を受け、通常の修業年限を

超えて在学できる長期履修学生制度を設けています。長期履修学生は、通常の修業年限

である３年間の課程を、６年間、５年間又は４年間とあらかじめ計画し、許可を得て修

学することになります。カリキュラム及び授業料の総額は通常の修業年限の場合と同じ

です。 

申請を希望する場合は、「福島大学大学院長期履修学生に関する取扱規則」を熟読の上、

掲示の指示により、所定の期間に申請してください。 
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Ⅳ 授業案内 
 
１. 開設授業科目 
 

※担当教員の欄は2026年度のものである。 

領域 

区分 

科目 

区分 

履修分野 授業科目 履修 

年次 

単位数 授業形態 備 

考 

担当教員 

必 

修 

選 

択 

講 

義 

演 

習 

実 

習 

環 

境 

放 

射 

能 

領 

域 

基礎 

科目 

生態学 放射生態学 

特別演習Ⅰ 

1前  2   ○  ﾖｼｪﾝｺ、和田、

未定 

放射生態学 

特別演習Ⅱ 

1後  2   ○  ﾖｼｪﾝｺ、和田、

未定 

モデリング 放射能動態解析

特別演習Ⅰ 

1前  2   ○  平尾、高田、ｸﾞ

ｼｴﾌ、脇山 

放射能動態解析

特別演習Ⅱ 

1後  2   ○  平尾、高田、ｸﾞ

ｼｴﾌ、脇山 

計測 放射能計測 

特別演習Ⅰ 

1前  2   ○  ﾗﾊﾏﾝ、鳥居、未

定 

放射能計測 

特別演習Ⅱ 

1後  2   ○  ﾗﾊﾏﾝ、鳥居、未

定 

共通 研究ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 1通  2   ○  研究指導教員 

応用 

科目 

共通 環境放射能 

特別演習Ⅰ 

2前 2   ○   研究指導教員 

環境放射能 

特別演習Ⅱ 

2後 2   ○   研究指導教員 

環境放射能 

特別演習Ⅲ 

3前 2   ○   研究指導教員 

ｻｲｴﾝｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

特別演習 

3後 2   ○   脇山、ﾖｼｪﾝｺ、

ﾗﾊﾏﾝ、和田、平

尾、高田 

講究 

科目 

共通 環境放射能 

特別研究 

1～3通 6   ○   研究指導教員 

 
 
 
２．授業内容 
 

≪基礎科目≫ 

「放射生態学特別演習 I」 [実習：２単位選択必修（生態学分野）] 

 博士後期課程第 1セメスターで受講する実習・演習科目です。受講する学生は、生物

への放射性核種の移行・蓄積や放射線による生物への影響の評価に関する高度な手法を
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修得します。また、各種関連施設を視察し、生物への放射性核種の蓄積や放射線影響の

評価技術の活用と実態、ならびにその背景にある社会的要請を学びます。生体内放射性

核種分析や線量評価などを実習課題とし、研究活動を主導するリーダーとしての能力を

養成します。 

 

「放射生態学特別演習 II」 [実習：２単位選択必修（生態学分野）] 

博士後期課程第 2 セメスターで受講する実習・演習科目です。受講する学生は、「放

射生態学特別演習 I」での内容を踏まえて、生物への放射性核種の移行・蓄積や放射線

による生物への影響の評価の高度化を学修します。教員と協議の上、外部研究機関での

研修、視察を行います。これにより、様々な生物への放射性物質の蓄積状況や線量評価

を行う為の高度な技術を修得し、新たな状況にも対応できる応用力を身につけます。 

 

「放射能動態解析特別演習 I」 [実習：２単位選択必修（モデリング分野）] 

博士後期課程第 1 セメスターで受講する実習・演習科目です。受講する学生は、 放

射性核種の環境動態に関する高度な解析手法を修得します。また、各種関連施設を視察

し、環境中の放射性核種動態研究に関する先端技術や高精度数値シミュレーションの活

用と実態、ならびにその背景にある社会的要請を学びます。環境試料中の放射性核種の

高精度分析や数値計算モデルの開発などを実習課題とし、研究活動を主導するリーダー

としての能力を養成します。 

 

「放射能動態解析特別演習 II」 [実習：２単位選択必修（モデリング分野）] 

博士後期課程第 2 セメスターで受講する実習・演習科目です。受講する学生は、「放

射能計測特別演習 I」での内容を踏まえて、放射性核種の環境動態の解析手法の高度化

を学修します。教員と協議の上、外部研究機関での研修、視察を行います。これにより、

放射性物核種の環境動態を解析する為のスキルをさらに磨き、新たな状況にも対応でき

る応用力を身につけます。 

 

「放射能計測特別演習 I」 [実習：２単位選択必修（計測分野）] 

博士後期課程第1セメスターで受講する実習・演習科目です。受講する学生は、多核

種分析を学習するとともに、様々な試料に対応する測定技術の高度な手法を修得します。

また、各種関連施設を視察し、様々な放射線（能）測定の活用と実態、ならびにその背

景にある社会的要請を学びます。核種分析や放射能関連測定技術開発などを実習課題と

し、研究活動を主導するリーダーとしての能力を養成します。 

 

「放射能計測特別演習 II」 [実習：２単位選択必修（計測分野）] 

博士後期課程第 2 セメスターで受講する実習・演習科目です。受講する学生は、「放

射能計測特別演習 I」での内容を踏まえて、比較標準試料等を用いて測定の高度化を学

習します。教員と協議の上、外部研究機関での研修、視察を行います。これにより、様々

な試料中放射性核種を分析する為のスキルを磨き、微量核種分析や放射能関連測定技術

に関する最先端の高度な技術を修得し、新たな状況にも対応できる応用力を身につけま

す。  

 

「研究インターンシップ」 [実習：２単位選択必修（共通）] 

研究遂行の基礎的な素養・能力を持った者を対象に、研究・キャリアに関する希望に

合わせて国内または海外の機関（企業、研究施設等）において専門性を重視した就業体
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験を行います。専門性を重視した就業体験をすることにより、先進的な研究プロジェク

トや実践的な業務を体験でき、自らの専門性やスキルを企業や研究施設等でどのように

活用できるかを体感できます。履修希望者は、研究指導教員と相談し、就業体験参加の

了承を得ることが必要です。 

 

 

≪応用科目≫ 

「環境放射能特別演習Ⅰ」 [演習：２単位必修] 

研究課題に対する国内外の最新の研究事例を題材として、その研究目的・課題の展開

と集約の技法，科学技術論文の構成法等を含めて講述します。また、自らの研究の展開

方法や方策について指導を受けて、研究課題に対する基礎的理論や基礎的概念を構築し、

自立して研究できる能力を涵養します。また、課題に応じた研究プロジェクトに参加し、

研究指導教員のもとで研究プロジェクトメンバーから研究課題に関する関連領域の国

内外の最新状況等について聴取し、研究課題の広がりや関連性について理解します。こ

のことによって多様な視点で自らの研究課題を遂行する能力を養います。 

 

「環境放射能特別演習Ⅱ」 [演習：２単位必修] 

研究課題に関する進展状況の報告を受け、さらに必要な国内外の最新の研究開発事例

を講述するとともに、必要な基礎理論についても講述します。また、自らの研究の新た

な展開についても指導を受けて、研究課題に対する理論や概念を構築し、研究課題の進

展を図ります。また、課題に応じた研究プロジェクトに参加し、研究指導教員のもとで

研究プロジェクトメンバーからの研究課題に関する関連領域の国内外の最新状況等に

ついても聴取し、研究課題の広がりや関連性についても理解します。このことによって

研究課題を多様な視点で解決していく方策を検討し、自らの研究課題を遂行する能力を

さらに強化します。 

 

「環境放射能特別演習Ⅲ」 [演習：２単位必修] 

博士後期課程第５セメスターで受講する演習科目となります。それまで積み上げてき

た研究過程、研究成果の報告を受けて、自らの研究内容を異分野を含む教員とのディス

カッションと通して精査することによって、研究内容の充実を図り、研究内容の広がり

を獲得し、自立した研究者としての能力を高めるよう演習を行います。 

 

「サイエンスコミュニケーション特別演習」 [演習：２単位必修] 

博士後期課程 3年次で受講する演習科目です。まず、座学によりサイエンスコミュニ

ケーションの基礎的な知識・技法を学んだ上で、環境放射能研究所が行っている一般市

民（非専門家）向けの研究懇談会等で、自身の研究内容をわかりやすく発表します。さ

らに、担当教員の支援のもと、研究懇談会の企画・実行・評価・改善に参画することで、

科学的知見の社会還元を主導できる力を強化します。 

 

 

≪講究科目≫ 

「環境放射能特別研究」 [演習：6単位必修] 

研究指導教員のもと、研究課題を抽出し、抽出課題に対する研究計画の策定から研究

を実施するための最適な実施計画を立て、それを遂行して完了できる実践的な能力を身

につけ自立して研究できる能力を涵養します。また、実験や観測、解析などを研究プロ
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ジェクトメンバーと協力して進めるとともに、理論と実験・観測・解析の整合性の検証

や実証試験等を行い、博士論文としてまとめることとなります。博士論文はオリジナリ

ティのみならず、その具体性や実践性、有用性についても評価します。 

 

 
Ⅴ そ の 他  

１．大学間交流協定に基づく学生派遣について 

本学では大学間交流協定に基づき、海外の大学と学術交流協定及び学生交流協定を締結

しており、交換留学をはじめとした様々な交流を行っています。学生交流協定を締結して

いる大学へ交換留学する場合には、留学先大学への入学料、検定料、授業料は免除されま

す。ただし、留学期間中、福島大学に授業料を納入する必要があります。また、その他の

渡航費や生活費など、留学に関わる費用は自己負担となります。交換留学を希望する学生

は、国際交流センターへお問い合せ下さい。 

 

（１）協定締結校 

 国際交流センターのHPをご覧ください。 

https://kokusai.adb.fukushima-u.ac.jp/statistics/agreement.html 

 

（２）応募資格等  

・派遣留学応募時に、本学に正規生として在籍する者。 

・派遣先大学での単位取得または専門の研究をする目的が明確である者。 

・語学条件が設定されている協定校については、国際交流センターが定める語学要件を満

たしている者。 

・留学期間終了後に各種語学検定試験を受けることが可能な者。 

・留学期間終了後、本学で卒業・修了できる者。 

※成績不良により最低修業年限を経過している者は対象外です。 

※応募資格等については、変更になる場合もありますので、必ず募集要項を確認してく

ださい。 

 

（３）留学期間 

留学期間は 1年間または半年間です。渡航開始月は協定校により異なりますが、８～１０

月頃です。 

 

（４）派遣までの日程 

 募集は、国際交流センターの掲示板やホームページにて周知します。 

１１月～１月末             募集 

２月上旬～中旬             面接選考  

２月下旬～３月中旬           派遣内定 

４月～８月頃              交換留学に向けての準備期間 

（ビザの取得、航空券の手配） 

６月下旬                   派遣者説明会の開催 

８月～１０月頃                派遣先大学へ出発 
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※正式な派遣決定は、派遣先大学からの受入許可があってからとなります。学内選考により

派遣内定を得た場合であっても、派遣先大学の受入許可がない場合は派遣できません。 

※日程については、変更になる場合もありますので、必ず募集要項を確認してください。 

 

 

（５）問合せ先 

◆国際交流センター ◆ 

S 棟 1 階 （平日：9：00-12：30 / 13：30-17：00） 

TEL: 024-503-3066   E-mail: ryugaku@adb.fukushima-u.ac.jp 

HP：https://kokusai.adb.fukushima-u.ac.jp/center.html 

 

２．学内諸施設の利用について 
 
 （１）附属図書館，情報基盤センター，地域未来デザインセンターについては，学生便

覧の該当する箇所を参照のうえ利用してください。 

 

（２）その他の学内施設は，学類学生と同様に利用できますので，学生便覧等を参照の

うえ，当該施設の担当事務へ問い合せて利用してください。 

 
３．各種手続き等に関する注意事項 
 
（１）学生への連絡方法等 

休講，補講，教室変更，授業に関する連絡事項，呼び出し等教務上の連絡は，

LiveCampus上にて行うほか共生システム理工学類研究実験棟３階の掲示板に掲示

および口頭により連絡します。 

大学では，学生が掲示を確認していることを前提としているので，掲示の見落と

しや誤読は学生自身の責任であり，毎日１回は必ず LiveCampus および掲示等を確

かめる習慣を身に付けてください。 掲示の内容について不明な点があれば，直接担

当窓口で確かめてください。 

電話による問合せは，誤解や間違いを生じやすいので一切応じられません。 

履修登録や修士論文等の提出については，関係規程を参照のうえ登録・提出期限

を厳守してください。手続きの詳細については，研究指導教員を通して連絡するか

掲示等にてお知らせします。 

 

（２）諸証明書の発行について 

    学割証（旅客運賃割引証），ＪＲ用通学定期券購入用証明書，在学証明書，成績証

明書，修了見込証明書，健康診断証明書については，共通講義棟（Ｓ棟）２階（教

務課前）に設置してある証明書自動発行機により交付します。その他の証明書は，

教務課で申し込んでください。その際の発行は，申込みの翌日以降となるので余裕

をもって申請してください。 

    ※ 自動発行機の利用時間帯：月曜～土曜 ８：３０～２０：３０ 

 

（３）諸届について 

  休学，退学等の手続きを要する場合は，「学生便覧」掲載の諸規程を読み，また，

担当窓口に相談するなど十分確認したうえで，早めに手続きを行ってください。 
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Ⅵ 関 係 規 程 等 
○福島大学大学院共生システム理工学研究科規程 

平成２０年３月３１日 

 

（趣旨） 

第１条 福島大学大学院共生システム理工学研究科（以下「研究科」という。）学生の履修等

に関する事項は、福島大学大学院学則（昭和５１年５月２５日制定。以下「学則」という。）

に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 研究科は、「共生」のシステム科学という新たな枠組みの中で、２１世紀の課題解決

に向けた広範で多様な研究・教育を行い、地域に貢献できる人材と実践的な力を有する高度

専門職業人・研究者を育成することを目的とする。 

２ 研究科の各専攻の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 共生システム理工学専攻 人・産業・環境が共生する社会を構築するために必要な課題

に中長期的視点で総合的に取り組むことができ、獲得した知見を社会の課題解決に活用で

きる人材と実践的な力を有する専門職業人を育成する。 

二 環境放射能学専攻 人工および天然放射性核種の、計測、モニタリング計画、制御、予

測、評価などに中長期的視点で総合的に取り組むことができ、環境防護、予測評価、環境

修復、廃炉、中間貯蔵、浄化などの分野に貢献するとともに、その知見を社会の課題解決

に活用できる人材と実践的な力を有する専門職業人を育成する。 

（入学者の選考） 

第３条 学則第１３条に規定する入学者の選考は、学力試験等の結果に基づき、研究科委員会

の議を経て研究科長が行う。 

（所属コース又は領域） 

第４条 学生は、博士前期課程にあっては学則第５条第３項に規定するコース、博士後期課程

にあっては学則第５条第４項に規定する領域のいずれかに所属しなければならない。 

２ コース又は領域の所属は、入学後に決定する。 

（研究指導教員） 

第５条 学生には、研究指導教員を定める。 

２ 研究指導教員の決定は、研究科委員会が行う。 

（履修方法） 

第６条 学生は、所属する専攻及びコース又は領域に応じ、別に定める授業科目のうちから、

別表１、別表２、別表３又は別表４に定める履修基準により、履修しなければならない。た

だし、学則第２５条第１項及び第２項のただし書きにより在学期間が短縮された者及び学則

第２５条の２第１項の規定により在学期間が短縮された者は、別に定める履修年次によらず

履修することができる。 

（学類等の授業科目の履修） 

第７条 研究指導教員が必要と認めたときは、博士前期課程にあっては学類の授業科目を履修

することができる。この場合において、修得した単位は、前条に規定する履修基準に基づく

単位数には含めない。 
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２ 研究指導教員が必要と認めたときは、博士後期課程にあっては博士前期課程の授業科目を

履修することができる。この場合において、修得した単位は、前条に規定する履修基準に基

づく単位数には含めない。 

（履修計画） 

第８条 学生は、入学後、所定の期間内に研究指導教員の指導を受けて、研究課題を決定しな

ければならない。 

２ 学生は、あらかじめ研究指導教員の指導によって当該年度内に履修する授業科目を選択し、

所定の期日までに履修登録をしなければならない。 

（教育方法の特例） 

第９条 研究科における授業及び研究指導は、学則第１８条の２の規定に基づき、研究科委員

会が特に必要と認める場合に限り、夜間その他特定の時間又は時期に行うことができる。 

（試験） 

第１０条 授業科目の試験は、学期末又は学年末に行う。 

２ 病気その他やむを得ない事情により、前項に規定する試験を受けることができなかった者

については、追試験を認めることがある。 

（成績） 

第１１条 授業科目の試験又は研究報告等の成績は、S、A、B、C及びFの５段階で評価し、S、

A、B及びCを合格、Fを不合格とする。 

（学位論文） 

第１２条 学位論文は、研究指導教員の指導を受けて、指定の期間内に提出しなければならな

い。 

（最終試験） 

第１３条 最終試験は、所定の単位を修得中又は修得済みで、かつ、学位論文を提出した者に

ついて、口述又は筆記により行う。 

２ 最終試験の評価は、合格又は不合格とする。 

 （規程の改正） 

第１４条 この規程を改正するときは、研究科委員会の議を経なければならない。 

（雑則） 

第１５条 この規程に定めるもののほか、学生の履修等に関し必要な事項は、研究科委員会に

おいて定める。 

附 則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の福島大学大学院共生システム理工学研究科規程第４条、第７条、

第１１条、第１３条、別表１及び別表２の規定は、平成２２年度入学生から適用し、平成２

２年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。 

附 則 

１ この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の福島大学大学院共生システム理工学研究科規程別表１の規定は、
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平成２３年度入学生から適用し、平成２３年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、

なお、従前の例による。 

附 則 

この規程は、平成２３年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１７日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２６年３月１２日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２６年３月１２日から施行し、平成２５年１０月１日から適用する。 

附 則 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の福島大学大学院共生システム理工学研究科規程別表１の規定は、

平成２７年度入学生から適用し、平成２７年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、

なお、従前の例による。 

附 則 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の福島大学大学院共生システム理工学研究科規程別表１の規定は、

平成２８年度入学生から適用し、平成２８年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、

なお、従前の例による。 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の福島大学大学院共生システム理工学研究科規程別表１の規定は、

平成３０年度入学生から適用し、平成３０年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、

なお、従前の例による。 

附 則 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の福島大学共生システム理工学規程の規定は平成３１年度入学生か

ら適用し平成３１年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。 

附 則 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の福島大学大学院共生システム理工学研究科規程別表１の規定は、

令和２年度入学生から適用し、令和２年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、な

お、従前の例による。 

附 則 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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２ この規程による改正後の福島大学大学院共生システム理工学研究科規程第４条、第７条第

１項、同条第４項、第１３条、別表１、別表５及び別表６の規定は、令和３年度入学生から

適用し、令和３年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。 

附 則 

この規程は、令和３年５月１２日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の福島大学大学院共生システム理工学研究科規程別表１の規定は、

令和４年度入学生から適用し、令和４年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、な

お従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の福島大学大学院共生システム理工学研究科規程第４条、第６条、

第７条及び別表の規定は、令和５年度入学者から適用し、令和５年３月３１日から引き続き

在学する者にあっては、なお従前の例による。 
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研究計画書及び研究指導計画書に関する申し合わせ 
 

この申し合わせは，福島大学大学院学則第１８条の３の規定に基づき，共生システム理工学

研究科における研究計画書及び研究指導計画書（以下「計画書」という。）の取扱いについて，

必要な事項を定める。 

 

１．計画書の様式は，別に定める。 

２．計画書は，原則として各年度の４月末までに指導する学生ごとに作成し，提出する。ただ

し、１０月期入学の学生の計画書は，１０月末までとする。 

３．計画書の作成手続きは，以下のとおりとする。 

① 学生は，自らの研究計画を計画書に記入する。 

② 研究指導教員は，学生と十分な打合せ等を行い，１年間の研究指導計画を作成し，計画

書に記入する。 

③ 研究指導教員は，研究指導計画を記入した計画書を学生に明示し，学生が確認した後に

教務課に提出する。 

４．研究指導教員は，必要に応じて研究指導計画の見直しを行う。 

 

附 則 

この申し合わせは，令和３年１０月１日から施行する。 

附 則 

この申し合わせは，令和５年４月１日から施行する。 
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博士論文に関する取扱要項 
 

第１条 この要項は，福島大学大学院共生システム理工学研究科規程（以下「研究科規程」と

いう。）第１２条に基づき，博士論文の作成に関する必要な事項を定めるものとする。 

第２条 博士論文の作成にあたっては，原則として３年間同一の研究指導教員による指導を受

けるものとする。ただし，研究科委員会が学生の研究の継続性，発展性等の観点から，研究

指導教員を変更する必要があると認めた場合は，この限りではない。 

２ 研究指導教員を変更する必要が生じた場合は，研究科規程第５条第２項により，すみやか

に研究科長に届け出なければならない。 

３ 前項の場合において，次条による「予備審査申請書」（所定様式）を提出した日以後の研究

指導教員の変更は，原則として認めない。 

第３条 博士の学位を得ようとする学生は，研究指導教員の指導を得て博士論文題目を定め，

修了年度の１０月１日（土曜日にあたるときは翌々日，日曜日にあたるときは翌日、以下同

様）までに「予備審査申請書」に指定の必要書類を添え，教務課に提出しなければならない。

ただし，標準修業年限を超えた者で９月修了を希望する者（以下「９月修了希望者」という。）

は，４月１日までとする。 

第４条 予備審査に合格した学生は，修了年度の１月２０日までに「博士論文審査申請書」に，

指定の必要書類を添え，教務課に提出しなければならない。ただし，９月修了希望者は７月

２０日までとする。 

第５条 福島大学学位規則第８条（昭和５１年５月２５日制定。）による博士論文審査委員（以

下「審査委員」という。）は主査１名，副査２名とする。ただし，研究内容など必要に応じて，

副査は最大４名までおくことができる。 

２ 審査委員は，原則として本研究科の教員があたるものとする。ただし，協定に基づいた組

織的な研究指導委託による研究指導教員は，副査にすることができる。 

３ 本研究科委員会が特に必要と認めるときは，前項の規定にかかわらず他の研究科又は他の

大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員（副査）に加えることができる。 

第６条 本審査予定日の少なくとも 3ヶ月前に予備審査を行い，不備不足の点については，追

加実験等を要請する。その結果は，研究科委員会で報告する。 

２ 学位規則第９条による最終試験は，博士論文の予備審査を終わった後に，その博士論文を

中心として口述又は筆記により行い，一般公開とする。 

３ 博士論文の審査及び最終試験は，２月２０日までに終了するものとする。ただし，９月修

了希望者については，８月２０日までに終了するものとする。 

第７条 学生は，博士論文を公表しなければならない。詳細は配布される「学位申請の手引き」

を参照。なお，保存用として博士論文の原稿及び博士論文内容要旨を各１部，紙及び電子デ

ータ（PDFデータ）を３月２０日までに教務課に提出しなければならない。ただし，９月修

了希望者は９月２０日までとする。 

第８条 博士論文作成の細目については，学生の所属する領域の定めるところによる。 

 

附 則 

この要項は，平成２３年９月２８日から施行する。 

この要項は，平成２５年４月１日から施行する。 

この要項は，平成２８年１０月１２日から施行する。 

この要項は，令和５年４月１日から施行する。 

この要項は，令和６年４月１日から施行する。 

この要項は，令和７年１０月１日から施行する。 
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博士論文審査基準 

 
（１） 研究テーマ 
研究内容が学術的意義と社会的意義を持ち、研究テーマに明確に示されていること。 

 

（２） 関連研究の調査 
当該研究に係る関連研究について十分な調査と分析が行われ、それらの到達点や課題に基づ

いて当該研究の位置づけが先進なものになっていること。また、論文中で文献等については、

当該研究の先進性を理解できるよう適切に引用されていること。 

 

（３） 研究方法 
研究テーマに相応しい適切な研究方法が選択されるとともに、資料・データ等の取り扱いや

分析結果の解釈が妥当であること。 

 

（４） 論文構成 
論理的な考察の中で、一貫した論述が展開され，適切な結論が導かれていること。 

 

（５） オリジナリティ 
研究内容に新規性と有用性があり、当該研究分野の発展に寄与するものであること。 

 

（６） 倫理基準の遵守 
研究の実施にあたって、国内外の倫理基準が遵守されていること。 
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博士論文の審査及び最終試験についての申合せ 
 

制定  平成２３年９月２８日 

改正 平成２７年３月１１日 

改正 平成２８年１０月１２日 

改正 令和３年７月１４日 

改正 令和５年１１月８日 

改正 令和６年２月１４日 

改正 令和７年９月１７日 

 
１．予備審査申請書 

 修了予定の学生（以下「学生」という。）は「予備審査申請書」（様式１）を作成し，研

究指導教員の署名後，指定書類とともに，１０月１日（注）までに教務課に提出する。た

だし，標準修業年限を超えた者で９月修了を希望する者（以下「９月修了希望者」という。）

は，４月１日（注）までとする。 

 

２．博士論文審査委員候補の提出 

 研究指導教員は，博士論文審査委員候補（主査１名及び副査２名。ただし，副査は必要

に応じて最大４名までおくことができる）を，原則として本研究科内の教員から選定する。

ただし，協定に基づいた組織的な研究指導委託による研究指導教員は，博士論文審査委員

候補のうち副査にすることができる。また，研究内容等に応じて必要な場合には，本学他

研究科又は他大学若しくは他研究所等の教員等を博士論文審査委員候補（副査）に加える

ことができる。なお，博士論文審査委員候補の内，少なくとも１名は教授職の教員とする。 

 研究指導教員は，選定した博士論文審査委員候補の職名と氏名を「博士論文審査委員候

補者名簿」（様式２）に記入し，１０月１日（注）までに教務課に提出する。ただし，標準

修業年限を超えた者が，９月修了を希望（以下「９月修了希望」という。）する場合は，４

月１日（注）までとする。 

 

３．博士論文審査委員の選出 

研究科委員会は，研究指導教員より提出された博士論文審査委員候補者名簿（様式２）

を参考にし，博士論文審査委員（以下「審査委員」という。）を選出する。 

 

４．審査委員決定の周知 

 教務課は，審査委員の選出後，直ちに研究指導教員および学生に審査委員名を周知する。 

 

５．論文の基準 

博士論文の審査に当たっては，博士論文のレベルの客観性を担保するために，博士論文

に記載された研究内容の全て，あるいは一部が，投稿論文として，以下の基準を満たすよ

うに，博士論文の審査の終了する前日までに公表あるいは印刷決定されていることを条件

とする。 

・論文数は３報以上。 

・その内１報は，原則として，査読ありの英語論文であり，かつ学生が筆頭著者であるこ

ととする。 

  

６．予備審査 
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審査委員は，論文審査予定日の少なくとも３ヶ月前に予備審査を行い，不備不足の点に

ついては，必要に応じて追加実験等を要請する。予備審査の結果は，研究科委員会で報告

する。 

 

７．博士論文の提出と審査 

 予備審査に合格した学生は，「博士論文審査申請書」（様式７）のほか，指定の書類を添

え研究指導教員の確認を受け、教務課へ提出する。 

 学生は，研究指導教員の確認を受けた博士論文および論文要旨を，教務課へ１月２０日

（注）までに提出する。ただし，９月修了希望者は，７月２０日（注）までとする。 

 審査委員は，博士論文の論文審査を２月２０日（注）までに行う。ただし，９月修了希

望の場合は，８月２０日（注）までとする。 

 

８．最終試験 

 最終試験は公開とし，研究科内全教員と全審査委員が出席できる日時とする。 

 最終試験は，博士論文に関する取扱要項に従い，２月２０日（注）までに終了しなけれ

ばならない。ただし，９月修了希望の場合は，８月２０日（注）までとする。 

最終試験は，原則として１人６０分（４０分間の発表と２０分間の質疑応答）とし，司

会進行は審査委員が行う。 

学生は，論文要旨（様式５）を作成し，最終試験の際に参加者全員に配布する。 

最終試験の発表順の決定，会場予約，会場設営，プロジェクター等の準備は教務課が中

心に行う。 

 

９．博士論文審査及び最終試験結果報告書の提出 

 主査は副査の意見を聴取し，最終試験の結果と総合した上での合否判定を行う。 

 主査は，論文審査の結果，最終試験の結果，及び合否判定の結果を，学位論文審査及び

最終試験結果報告書（様式３）に記入し，２月２０日（注）までに提出する。ただし，９

月修了希望の場合は，８月２０日（注）までとする。報告書に記載すべき内容として特に

重要な点は，学生がどのような新しい発見をしたかであり，それを具体的に記載する。 

 主査及び副査は，様式３に自筆で氏名を記入する。 

 

１０．研究科委員会での学位授与認定 

研究科委員会は，提出された学位論文審査及び最終試験結果報告書（様式３）に基づい

て，学位授与の認定を行う。認定は投票とし，出席者の３分の２以上の賛成により学位授

与を決定する。 

 

１１．博士論文及び論文要旨の提出 

学位授与が決定した学生は，本審査に提出した博士論文を，附属図書館リポジトリ

（FUKURO）へ登録し公表しなければならない。なお，保存用として博士論文の原稿及び

博士論文内容要旨を各１部，紙及び電子データ（PDFデータ）を３月２０日（注）までに

教務課に提出する。ただし，９月修了希望者は，９月２０日（注）までとする。 

教務課は，これを公開・保存するために，附属図書館に寄贈する。 

（注）土曜日にあたるときは翌々日，日曜日にあたるときは翌日 

 

附 則 

この申し合わせは、平成２５年８月２８日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 
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附 則 

この申し合わせは，平成２７年 3月 11日から施行する。 

附 則 

この申し合わせは，平成２８年１０月１２日から施行する。 

附 則 

この申し合わせは，令和３年８月１日から施行する。 

附 則 

１ この申し合わせは，令和６年４月１日から施行する。 

２ この申し合わせは，令和６年度入学生から適用し，令和６年３月３１日から引き続き

在学する者にあっては，なお従前の例による。 

 附 則 

この申し合わせは，令和６年４月１日から施行する。 

 附 則 

この申し合わせは，令和７年１０月１日から施行する。 
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研究指導教員の変更に関する申し合わせ 

 

平成 21 年 4月 8日 共生システム理工学研究科委員会 

 

改正：令和 3年 2月 10日 令和 5年 2月 8日 令和 6年 2月 14日 

 

１．研究の継続性，発展性等の観点から必要と認められる場合には，研究科委員会の議を経て，

研究指導教員を変更することができる。 

 

２．研究科長は，研究指導教員が内地研修，海外研修，退職，転職その他の理由により，継続

して理工学特別研究，環境放射能学研究，共生システム科学特別研究又は環境放射能特別研

究を担当することができないときは，学生の申請に基づき，研究科委員会の議を経て，研究

指導教員を変更することができる。 

 （２）研究科長は，教員において，学生の在籍中に内地研修，海外研修等の事由が消滅した

場合は，学生の申請に基づき，研究科委員会の議を経て，研究指導教員を変更すること

ができる。 

 

３．研究指導教員を変更する必要が生じた場合は，新旧両研究指導教員の了承を得て，研究科

長に申請しなければならない。研究科長は，申請に基づき，研究科委員会の議を経て，研究

指導教員を変更することができる。 

 （２）申請の時期は，年度当初とする。ただし，研究科委員会で必要と認めた場合には，   

この限りではない。 

 （３）前項の場合において，修了年度に「修士論文題目届」又は「予備審査申請書」を提出

した日以後の研究指導教員の変更は，原則として認めない。 

 

４．１及び２の理由以外に，研究を継続しがたい事情がある場合，研究科長は，研究科委員会

の議を経て，研究指導教員を変更することができる。 

 

５．研究指導教員の変更に伴い，所属コース又は所属領域の変更が必要と認められたときは，

研究科委員会の議を経て，所属コース又は所属領域を変更することができる。 

 

６．この申し合わせに定めるもののほか，博士前期課程における協定に基づいた組織的な研究

指導委託による研究指導教員の変更については，別に定める。 
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福島大学大学院長期履修学生に関する取扱規則 
 

                    制定 平成１５年２月１８日 

改正  平成 16 年 4月 1日 

  平成 17 年 4月 1日 

  平成 20 年 3月 18 日 

  平成 22 年 3月 16 日 

  平成 24 年 6月 19 日 

  平成 24 年 9月 4日 

令和４年３月８日 

 

 （趣旨） 

第 1条 この規則は、福島大学大学院学則第２３条の４第２項の規定に基づき、長期履修学生

に関し必要な事項を定める。 

 （資格） 

第２条 本学に、長期履修学生として申請することができる者は，職業を有している等の事情

により，標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了す

ることを希望する者とする。ただし，最終年次に在籍する者は，申請できない。 

（申請手続） 

第３条 長期履修学生を希望する者は、長期履修開始前の所定の期日までに、次の各号に掲げ

る書類を添え、当該研究科長に願い出なければならない｡ 

 一 長期履修申請書（別紙様式１） 

 二 在職等証明書（別紙様式２－１、２－２） 

 （許可） 

第４条 長期履修学生の可否については、当該研究科の審査委員会で審査し、研究科委員会の

議により決定し、研究科長が許可する。 

 （長期履修期間） 

第５条 長期履修学生として，標準修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履

修することを認められる期間（以下「長期履修期間」という。）は１年単位とし，次の各号に

掲げるとおりとする。なお，長期履修期間の開始は，学年の初めとする。 

一 入学時から希望する者 修士課程及び博士前期課程にあっては４年以内，博士後期課程

にあっては６年以内 

 二 在学途中から希望する者 標準修業年限のうち未修業年限の２倍に相当する年数以内 

 （在学年限の特例） 

第６条 前条第１号に規定する者のうち，当該研究科委員会において特別の事情があると認め

た場合に限り，４年の長期履修期間を認められた者は在学年限を５年，６年の長期履修期間

を認められた者は在学年限を７年とすることができる。 

 （延長及び短縮） 

第７条 許可された長期履修期間の延長又は短縮は１回を限度とし，希望する者は，新たに修

了を希望する年度の前年度の２月末日（秋期入学者は８月末日）までに，長期履修期間変更

願（別紙様式３）を添え，当該研究科長に願い出なければならない｡ただし，長期履修期間最

終年次に在籍する者の願い出は認めないものとする。 

２ 前項にかかる審査は、当該研究科の審査委員会で審査し、研究科委員会の議により決定し、

研究科長が許可する。 

 （資格の喪失） 
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第８条 長期履修学生としての資格を喪失した場合は、すみやかにその旨を当該研究科長に申

し出なければならない｡ 

 （改正） 

第９条 この規則を改正しようとするときは、教育企画委員会で審議しなければならない。 

 （雑則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、当該研究科委員

会において定める｡ 

附 則 

この規則は、平成１５年２月１８日から施行し、平成１４年度入学者から適用する｡ 

    （中略） 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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福島大学大学院共生システム理工学研究科 長期履修学生に関する運営細則 
 

制定 平成 20年 4月 1日 

改正 平成22年 4月 1日 令和 3年 2月 10日 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、福島大学大学院長期履修学生に関する取扱規則（以下「取扱規則」

という。）第１０条の規定に基づき、大学院共生システム理工学研究科長期履修学生（以

下「長期履修学生」という。）に関する必要な事項を定める。 

（履修登録） 

第２条 博士前期課程にあっては、長期履修学生の年度ごとの履修登録総単位数の上限は、

講義、演習、実験・実習若しくは実技を含め１６単位とする。ただし、履修期間が入学

時より３年間と認められた学生は、講義、演習、実験・実習若しくは実技を含め２０単

位を上限とする。 

２ 前項の履修登録総単位数には学類の授業科目は含めない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、取扱規則第６条第１項により在学年限（休学期間を除き）

が５年と認められた学生に係る５年目の履修登録総単位数の上限は、研究科委員会にお

いて定める。 

（履修期間の延長及び短縮） 

第３条 取扱規則第７条に規定する履修期間の延長及び短縮については、真に正当と認め

られる理由がある場合に限る。 

２ 博士前期課程にあっては、履修期間の延長又は短縮が認められた後の年度ごとの履修

登録総単位数の上限については、研究科委員会が定める。 

（審査委員会） 

第４条 取扱規則第４条及び第７条第２項に規定する審査委員会の構成は次のとおりとす

る。 

 一 研究科運営会議委員 ２名 

 二 教務委員         ２名 

 三 研究科長が必要と認めた者 

（補則） 

第５条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は研究科委員会において定めるものと

する。 

 

   附 則 

 この細則は、平成 20年 4月 1日から施行する 

附 則 

 この細則は、平成 22年 4月 1日から施行する 

   附 則 

１ この細則は、令和3年 4月 1日から施行する。 

２ この細則による改正後の第２条第１項及び第３条第２項の規定は、令和３年度入学生から

適用し、令和３年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、なお従前の例とする。 
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優れた研究業績を上げた者の在学期間短縮と早期修了に関する取扱要項 

 

制定：平成 29年 1月 11日 

共生システム理工学研究科委員会 

 

改正：平成 30年 12月 12 日 令和 3年 2月 10日 令和 5年 3月 8日 

 

（趣旨） 

第 1 条 この取扱要項は，福島大学大学院学則第 25 条による優れた研究業績を上げた者の在

学期間を短縮し（以下「在学期間短縮」という），標準修業年限を下回る在学期間の課程修了

（以下「早期修了」という）に関し必要な事項を定める。 

 

（在学期間短縮） 

第 2条 在学期間短縮とは，博士前期課程にあっては6ヶ月あるいは1年を，博士後期課程に

あっては6ヶ月，1年，1年 6ヶ月，2年を標準修業年限から短縮することをいう。 

 

（申請手続） 

第 3条 在学期間を短縮し，早期修了を希望する者は，所定の期日までに，次の各号に掲げる

書類を添え，共生システム理工学研究科長（以下「研究科長」という）に願い出なければな

らない。 

一 在学期間短縮希望届（別紙様式 1） 

二 在学期間短縮審査に関する申請書（別紙様式2-1，2-2，2-3，2－4，2－5） 

 なお，在学期間短縮希望届は修了を予定しているセメスターの一つ前のセメスターの履修登

録期間に，在学期間短縮審査に関する申請書は 3 月修了を希望する者は当該年度の 7 月 20

日（注 1）（9月修了を希望する者は前年度の1月 20 日（注 1））までに申請する。 

 

（審査委員会の設置と認定審査の付託） 

第 4条 研究科長は，在学期間短縮審査に関する申請を受理したときには，優れた研究業績を

上げた者の在学期間短縮を審査する委員会（以下「在学期間短縮審査委員会」という）を設

置する。 

2 研究科長は，在学期間短縮審査委員会に認定審査を付託する。 

 

（在学期間短縮審査委員会の組織） 

第 5条 在学期間短縮審査委員会は，次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

一 申請学生の指導教員 1名 

二 教務委員長 

三 一及び二の者の他，学生が所属するコースあるいは領域の教員 2名 

2 在学期間短縮審査委員会に委員長をおく。研究科長は，学生が所属するコースあるいは領

域の教員2名のうちから委員長を指名する。 

3 委員長が必要と認める場合は，第 1項以外の者の出席を求め，意見を聞くことができる。 

 

（審査及び結果の報告） 

第 6条 在学期間短縮審査委員会は，申請書類に基づき審議し，認定可否の審査結果を出す。  

2 委員長は，在学期間短縮審査委員会における認定可否の審査結果を，3月修了を希望する場
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合は当該年度の 9月第 1週（9月修了を希望する場合は前年度の3月第 1週）までの共生シ

ステム理工学研究科運営会議に報告する。 

 

（審査結果の決定） 

第 7条 研究科長は，3月修了を希望する場合は当該年度の 9月第 2週（9月修了を希望する

場合は前年度の 3月第 2週）までの共生システム理工学研究科委員会において，認定可否の

審査結果を提案し，審議・決定する。 

 

（学位論文の提出及び審査） 

第8条 在学期間短縮が認められた者の修士論文又は博士論文の審査日程及び審査基準は標準

修業年限により修了する者と同じとする。 

 

（単位認定の例外） 

第9条 在学期間短縮が認められた者における次の各号に掲げる専攻及び課程の授業科目の単

位認定は，修士論文又は博士論文の審査及び最終試験に合格した場合に限り行うものとする。 

一 共生システム理工学専攻博士前期課程 理工学特別研究Ⅳ 

二 共生システム理工学専攻博士後期課程 共生システム科学特別研究 

三 環境放射能学専攻博士前期課程 環境放射能学研究Ⅳ 

四 環境放射能学専攻博士後期課程 環境放射能特別研究 

 

（その他） 

第 10 条 この取扱要項を改正しようとするとき，あるいは実施に関して疑義等が生じた場合

は，教務委員会において協議し，共生システム理工学研究科委員会の議を経なければならな

い。 

 

（注 1）土曜日に当たるときは翌々日，日曜日に当たるときは翌日 

 

 附 則 

この取扱要項は，平成29年 4月 1日から施行する。 

附 則 

１．この取扱要項は，平成 31年 4月 1日から施行する。 

２．この取扱要項による改正後の優れた研究業績を上げた者の在学期間短縮と早期修了に関す

る取扱要項の規定は，平成 31年度入学生から適用し，平成 31年 3月 31日から引き続き在

学する者にあっては，なお，従前の例による。 

 附 則 

１．この取扱要項は，令和 3年 4月 1日から施行する。 

２．この取扱要項による改正後の第 2条及び第 9条の規定は，令和 3 年度入学生から適用し，

令和3年 3月 31日から引き続き在学する者にあっては，なお，従前の例による。 

 附 則 

１．この取扱要項は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

２．この取扱要項による改正後の第 5条及び第 9条の規定は，令和 5 年度入学生から適用し，

令和5年 3月 31日から引き続き在学する者にあっては，なお，従前の例による。 
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Ⅶ ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー 
 

 

[ディプロマ・ポリシー] 
 
本専攻は、本学が有する充実した観測環境を活用した実践的教育・研究を行い、環境放

射能分野を世界的にリードするともに、国内外の研究機関・大学との協力関係に基づき、

グローバルな視点を有する人材を育成することを教育・研究の理念とする。また、この教

育・研究の理念に基づき、人工および天然放射性核種の環境中の動態を解明し、計測、モ

ニタリング計画、制御、予測、評価などに、高度な専門知識に基づいて中長期的視点で総

合的に取り組むことができ、環境防護、予測評価、環境修復、廃炉、中間貯蔵、浄化など

の分野の課題解決ならびに学術的発展に貢献するとともに、その融合・深化させた知見を

社会の課題解決に活用できる実践的かつ総合的な対応力を有する研究者・専門職業人を育

成することを人材育成の方針とする。 

 

そのために、前期課程までに培われた基礎的・実践的な学力を基盤として、以下の知識・

素養・能力を修得させる。 

1. 自己の専門分野に関する高度な専門知識と技能。 

2. 世界ならびに地域の課題解決に向け、自立して研究・開発を行える能力と、異分野の専

門家と対話できる能力。 

3. 環境放射能学を構成するさまざまな学問分野に関する専門知識を融合・深化し、従来の

学問分野の枠組みにとらわれず多元的な視点から発展させる能力。 

4. 研究成果を国際的な場で発表し知の創生に貢献できる能力。 

5. 非専門家への示唆に富んだコミュニケーションができる能力。 

 

 

 

[カリキュラム・ポリシー] 
 
（教育課程の編成） 

ディプロマ・ポリシーに示した人材育成を達成するために、「基礎科目」「応用科目」「講

究科目」の３科目区分を設定している。これらの他に、指導教員の所属する研究プロジェ

クトに参加し、異分野を含む研究プロジェクトメンバーから多面的、実践的視点に立った

助言・指導を受ける。 

 

［基礎科目］ 

博士後期課程に就学するにあたっての基礎的素養として修得しておくべき科目。興味あ

る分野の高度専門知識を実践的に修得する。 

 

［応用科目］ 

環境放射能に関する高度な知識を有する研究者・専門職業人として必要な専門的力量、

学識を涵養するための科目。専門分野が異なる教員数名により研究手法・発表方法等を指

導し、専門知識を融合・深化するとともに多元的な視点から発展させる能力を涵養する演

習科目を含む。また、非専門家に対して専門知識をわかりやすく伝えるサイエンスコミュ

ニケーション能力の涵養も行う。 
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［講究科目］ 

自立した研究・開発を遂行できる能力を涵養するための研究活動。研究の成果は博士論

文として取りまとめた後、審査委員会での審査を受けた上で、研究発表（最終試験）を行

い、それらの結果を踏まえて研究科委員会での審査を受ける。 

博士論文の審査では、研究テーマ、関連研究の調査、研究方法、論文構成、オリジナリ

ティ、倫理基準の遵守についての妥当性を異分野を含む審査員により評価する。また博士

論文を提出するにあたっては、そのレベルの国際性や客観性の観点から、国際学会等に報

告し、英語で記述された論文を有すること、またはそれと同等の業績を有することを必要

条件とする。 

 

（教育・学習方法） 

学生が、ディプロマ・ポリシーに掲げた諸能力を獲得できるよう、講義、演習、実験・

実習を体系的に実施する。対話や討論、研究成果の発表を通したプレゼンテーション能力

を涵養する機会等を実施することによって、本専攻が掲げる教育目標の達成を図る。 

 

（学習成果の評価） 

成績は、S、A、B、C、及び F の５段階をもって表し、S、A、B、及び C を合格、F を

不合格とする。各授業科目では、シラバスにレポートや最終試験、実技・実演、作品等と

いった当該科目の「成績評価の方法」を明記し、可能な限り複数の評価手段によって成績

を判定する。 

博士論文の審査においては、博士論文審査基準に基づき厳格な審査を行う。 
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インタラクション工学研究室

データ工学研究
室

インタラクション
工学

506 507

三浦一之
研究室

大沼亮
研究室

中山祐貴
研究室

619 620 621 622

 階段 501 502 503 504 505 508 509 510 511

中村勝一
研究室W C

エレベーター 階段

石川友保
研究室

物流システ
ム
研究室

614 615 616 617 618-3・618-4 618-1・618-2

数理科学第２研究室
中川和重
研究室

藤本勝成
研究室

笠井博則
研究室

W C

608 609 610 611 612 613 階段

６階

筒井雄二研究室 長橋良隆研究室
電子顕微鏡
・蛍光Ｘ線
分析室

地質学
第２研究室

透過型電
子
顕微鏡室

生物圏
環境解析
第２研究室

保全生態学実験室
ネットワーク工学
実験室

精神生理学
研究室

理６２２演習室

 階段 601 602 603 604 605 606 エレベーター 階段

722 723 724 725

心理学第２
実験室

実験心理学
研究室

地質学
第１研究室

生物圏
環境解析
第１研究室

塘 忠顕
研究室

生物圏
環境解析
第３研究室

W C 兼子伸吾
研究室

環境経済シ
ステム研究
室２

内海哲史
研究室

高原 円
研究室

西嶋大輔
研究室

環境経済シ
ステム研究
室１

精神生理学
実験室W C

607

713 714 715 716 717 718 719 720 721

階段

７階

理科教育学
実験室

理科教育学
演習室

平中宏典
研究室

プロジェクト室
生産・サービ
スシステム
研究室２

植物生態学
演習室

水澤玲子
研究室

植物生態学
実験室

都市計画研究室 生物工学研究室

川﨑興太
研究室

杉森大助
研究室

筧 宗徳
研究室

生産・サービ
スシステム
演習室１W C

 階段 701 702 703 704 705 エレベーター 階段 706 707 708 709 710 711 712

学類共通実験室
唐島田龍之介
研究室

学類
実験室(1)

学類
実験室(2)

鈴木昭夫
研究室

W C プロジェクト
室
プロジェクト
室
都市計画
演習室

共生システム理工学類棟 天文台
理　901

９階

気象観測室
階段801

８階

EV機械室

802
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１０３

４０４

ロボットシステム創成学研究室

暗室

５０３Ａ

階段

共同分析室機械室

電気室

２０６

暗室

共同分析室

階段

吉田 龍平
研究室

横尾 善之
研究室
５０５

流域水文学研究室

５０４

プロジェクト室

知覚ロボティク
ス研究室

３０５

６０４Ａ

２０４

気象学実験室

２０５

生物標本室

７１２

プロジェクト室

４０８

７０７

７１１

６０８

７０６

階
段

７０３

階
段

６０２

共同分析室２

７０４

医用工
学第２
実験室

心理学
実験室

ＷＣ（男） ＷＣ（女）

 リフレッ
シュ
ルーム

 リフレッ
シュ
ルーム

７０２

４０７

プロジェクト
室

植物分類学
研究室

３０５Ａ

湯口彰重
研究室

ＷＣ（男） ＷＣ（女）

ＷＣ（女）

地球環境実験室
６階

ＥＶ
湯沸
室

階
段

生態学実験室
７階

ＥＶ
湯沸
室

生物
標本室
７０１Ａ

４階
ＥＶ
湯沸
室

階
段

化学実験準備室

共同分析室１
５階

ｴﾚﾍﾞｰ
ﾀｰ
湯沸
室

３階
ＥＶ
湯沸
室

基礎物理学実験室

■
AED

物理学
準備室

ＷＣ（男）

１階
ＥＶ ＷＣ

２階
ＥＶ
湯沸
室

２０１

機械室 電気室

ＷＣ（男）

コンピュータ実習室

 リフレッ
シュ
ルーム

機械加工室

ＷＣ（男）

１０１Ａ

精密測定室

１０１

玄関
ホール

１０２

放射線計測室

ＷＣ（女）

防音室
３０４

暗室

ＷＣ（女）

５０２

階
段

大学院
掲示板

２０２

生産システム
演習室

 リフレッ
シュ
ルーム

４０２

ＷＣ（女）

光学
実験室

ＷＣ（男） ＷＣ（女）

６０３

稲田
シュンコ
研究室
７０７Ａ

土壌浄化実験室

EV
階段

前室

動物
飼育室
７０５

ＷＣ（男）

EV

共同分析室

１０４

階段
EV２０７

３０６

人間医工学研究室

７０１

３０８

５０６

　 共同分析室

４０１

５０１

６０１

４０３

３０１

２０３

階
段

階
段

渡り廊
下理工
棟へ

３０３３０２

化学実験室

シールド
ルーム

インタラクティ
ブシステムデ
ザイン研究室
(実験室)

５０３

６０４

流域環境システム
研究室

衣川潤
研究室

川越 清樹
研究室

インタラクティブシステムデザイン研究室

EV

７０８

環境微生物
研究室２

６０７

難波
謙二
研究室
６０７Ａ

医用工学
第１実験室

医用工学研究室
廣田 峻
研究室
７０９

７１０

試料室

進化生態学
研究室

環境微生物
研究室１

地下水盆
管理研究室

田中 明
研究室
３０７

後藤 忍
研究室
６０６

環境計画研究室

６０５

４０５

EV

４０４Ａ

柴﨑 直明
研究室

黒沢 高秀
研究室

EV

階段
EV

階段

プロジェ
クト室
４０７Ａ

階段

インタラクティ
ブシステムデ
ザイン研究室
４０６

共生システム理工学類 研究実験棟
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理工共通棟

ＷＣ

水素エネルギー総合研究所
共同分析室

廊

下

会議室

101
106

水素化学研究室

応用有機化学研究室
解析電気化学研究室

バイオマス資源工学研究室

化学工学研究室

108 105

102

マテリアル化学工学研究室

107 103

浅田 隆志研究室

104

非常口

募金記念棟

テラス

女子
ＷＣ
男子
ＷＣ
風除室

ホワイエ

会議室1

会議室2

会議室3

ホール廊下

玄関

非
常
口

水素

エネルギー

総合研究所

所長室
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6階

5階

4階

3階

2階

1階

A601 研修室
A602 大会議室
A603 リフレッシュルーム 4

A501 高田 兵衛
A502 高田実験室
A503 共同実験室２
A504 プロジェクトルーム
A505 和田 敏裕
A506 和田実験室
A507 共同実験室３

A401 院生実験室
A402 イスマイル ラハマン
A403 ラハマン実験室
A404 プロジェクトルーム
A405 伊藤 博
A406 脇山 義史
A407 脇山実験室

A301 分子生物学実験室
A302 鳥居 建男
A303 プロジェクトルーム
A304 マキシム グシエフ

A201 共同研究室
A202-A   実験準備室
A202-B   院生室
A203 女子休養室・倉庫

環境放射能研究所 本棟

A508 プロジェクトルーム
A509 プロジェクトルーム
A510 ヴァシル ヨシェンコ
A511 ヨシェンコ実験室
A512 会議室 3
A513 リフレッシュルーム 3

A408 平尾実験室
A409 平尾 茂一
A410 島袋 出
A411 プロジェクトルーム
A412 会議室 2
A413 リフレッシュルーム 2

A305 プロジェクトルーム
A306-A   テクニカルスタッフルーム
A306-B プロジェクトルーム
A307 倉庫
A308 リフレッシュルーム 1

A204 事務室
A205 所長室
A206 会議室 1
A207 ゲストルーム

A101 試料前処理室
A102 ICP-MS設置室
A103 灰化・加熱・乾燥・酸処理室
A104 生物学実験室

A105 Ge検出器設置室
機械室
電気室

A601
A602

A603

A501 A502 A503 A504 A505 A506 A507

A402

A509 A510 A512A511A508A513

A401 A403 A404 A407

A412A411A408A413

A406A405

A409 A410

A301 A302 A303 A304

A307A306-BA306-AA305A308

P2

A201 A202-A A202-B A203

A206A205A204A207

A101 A102 A103 A104

A105 機械室 電気室

※ 教員等着任次第、更新予定
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環境放射能研究所 保存棟

2階

1階

環境放射能研究所 分析棟

B101 土壌保管室
B102 保管室 1
B103 保管室 2
B104 保管室 3
B105 作業室

C202 共同研究室2

C201-1 福島国際研究教育機構
C201-2 土壌・植物マルチダイナミクス
C203 研究ユニット

C204 共同分析室１
C205 X線分析/α線測定室
C206 無機イオン分析室
C207 共同分析室２

C101 Ge半導体検出器室1
C102 Ge半導体検出器室2
C103 Ge半導体検出器室3
C104 Ge半導体検出器室4
C105 同位体比質量分析室
C106 走査型電子顕微鏡/収束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ加工室
C107 透過型電子顕微鏡室

C108 酸処理室
C109 乾燥・凍結乾燥・炉室
C110 植物試料前処理室
C111 土壌試料前処理室
C112 試料受付室
C113 共同実験室
C114 水・大気試料前処理室
C115 試料保管室
C116 水大量蒸発室
C117 分子生物実験室
C118 化学処理実験室

C201-2
C202

C203C201-1 C207 C206

C205C204

C101 C102 C103 C104

C107 C106 C105 C118 C117 C116 C114 C113 

C112 C110 

C111 
C109 C108 

B105

B104

B103

B102

B101

C115 

- 35 -



至 二本松

至 福島市内

至 松川・二本松至 福島・南福島
金谷川駅

正門へ

駐輪場

保健管理センター

経済経営学類棟

講義棟

体育館

学校臨床
支援センター

プール

野外ステージ

保健体育棟

ハンドボールコート

サッカー・ラグビー場

テニスコート

ゴルフ練習場

第二体育館

合宿研修施設

バレーボールコート

弓道場

野球場

学生寮

馬場

理工共通棟

陸上競技場

音楽棟

西門

美術棟

信陵公園

行政政策学類棟

総合情報処理センター

学生活動センター棟

食農学類
附属農場（畑・果樹園）

共生システム理工学類
研究実験棟

文化系
サークル棟

附属図書館

共生システム
理工学類棟

環境放射能研究所

人間発達文化
学類棟

体育系
サークル棟

2

1

4 5

6

7

8

3

10

食農学類   
附属農場（水田）

大学会館
（学生食堂・売店・
学生総合相談室 ）

食農学類棟9

69 70

キャンパスマップ
自然に囲まれたキャンパス　自然とともに学ぶ

5学類・4研究科が1つのキャンパスで学んでいます。

-
 
3
6
 
-

masa
テキストボックス
情報基盤センター

masa
ハイライト表示

masa
テキストボックス
地域未来デザインセンター


masa
テキストボックス
募金記念棟

masa
テキストボックス
Ｌ

masa
テキストボックス
Ｓ


masa
テキストボックス
Ｍ

masa
テキストボックス
Ｍ

masa
テキストボックス
Ｌ

masa
テキストボックス
Ｌ

masa
テキストボックス
フクニチャージ図書館
（附属図書館）


masa
テキストボックス
★福島大学は、福島日産自動車株式会社とネーミングライツ・パートナー契約を締結し、附属図書館の愛称を「フクニチャージ図書館」としています。






masa
テキストボックス
教職課程センター


masa
スタンプ

masa
スタンプ

masa
テキストボックス
Ｓ




 

 

 

 

 

 

 

 

教務課（共生システム理工学研究科担当） 

ＴＥＬ ０２４－５４８－８３５７ 

ＦＡＸ ０２４－５４８－８２２４ 

窓口取扱時間 

月曜～金曜 ９：００～１２：３０、１３：３０～１７：００ 

１７：００～１９：４０（授業実施日 他） 

土・日・祝日  

※その他、長期休業期間の一部、一般入試期間については、窓口が

閉鎖される場合があります。詳しくは、教務関係日程表又は掲示板

でご確認ください。 
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〒960－1296 福島市金谷川１番地 

福島大学大学院共生システム理工学研究科 

 
 

学籍番号  

氏    名  
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